
８月６日まちづくり懇談会　Ａシナリオ　ｖ９．５　　　　　　　Ｒ１．８．５

【エアコン入札について】

Ｑ　宮澤正典 ： 　＜疑惑の小中学校エアコン工事入札＞

　最初にエアコンの入札について伺います。

　これは、 平成２１年度から令和１年度の間に行われた１億円以上の全ての建築工事と１抜け方式入

札による平成２１年度のデジタルテレビ整備事業と今回の小中学校エアコン設置工事の入札情報を

情報公開条例により取得し、まとめたものです。

　期間は、竜口町政２期目から深津町政１，２期目と宮下町政１期目にかけてです。

　表からは多くの事がわかるのですが、 深津町政２期目より入札書比較価格が、 設計者がきめた設

計価格と同じになっています。入札書比較価格とは税抜きの予定価格で落札の為の上限価格で

す。

ま　た、全ての落札価格が、上限である入札書比較価格の９８％～１００％になっています。しかも全て

１回目の入札で落札されています。

　これより、 平成３１年１月２３日行われた小中学校のエアコン設置工事入札に関して疑問点を具体

的に伺います。

　これも情報公開で開示された中学校の入札経過書です。

　これから分かることは、神稲建設が１回目の入札で７，７５０万円で落札しているということです。

資料 No.1

１



　次に、 これは同じく中学校の入札書比較価格と最低制限価格です。７， ８４４万円の入札書比較価

格は上限価格で、７，０５９万円の最低制限価格とは下限でこれ以下だと失格になるという価格だそう

です。

　この二つの書類から中学校のエアコン工事は神稲建設が上限価格の９８．８％約９９％で、 しかも１回

目の入札で落札していることが分かります。

資料 No.２

資料 No.３
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　次に、 これは中央小学校の入札経過書と入札書比較価格と最低制限価格です。この二つの書類

から明和工業の企業体が上限価格の９７．９％約９８％で１回目の入札で落札していることが分かりま

す。 資料 No.４

　同様に、 北小では上限価格の９９．５％ほぼ１００％で三笠設備の企業体が１回目の入札で落札して

います。宮下町長はこれらの事実をどう思いますか？
資料 No.５
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Ａ　宮下町長 ：

　 ・ ・ ・ 回答 ・ ・ ・

Ｑ　宮澤正典 ：

Ａ　宮下町長 ：

　 ・ ・ ・ 回答 ・ ・ ・

　今年の４月までは、 入札に関するこれらの情報は町議会議員が公開の場で要求しても 「今後の入

札が公正に行われなくなる」という理由で拒否され、一切、公開されてきませんでした。

　それにもかかわらず、 それぞれの業者の方が設計図面と金抜きの明細書から３００を超える項目を

独自に見積もって、 極秘の上限価格である入札書比較価格の９８％から１００％に一回目の入札で落

札する偶然がこのように続くことがあるでしょうか？

　上限価格である入札書比較価格が指名業者に漏れているではないかと疑われます。

　調査すべきではないですか？ 資料 No.６
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Ｑ　西尾明廣 ： 　＜高い設計価格と工事内訳書と落札予定価格＞

　これは中学校のエアコン工事の内訳書の一部です。これも、 情報公開により開示されたものですが

これからは上限価格である入札書比較価格が平成３０年１２月２８日に実施設計者から提出された設

計予算と同額になっています。

　上限である入札書比較価格と最低制限価格を決めるは町長ですね。
資料 No.７
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　また、上限である入札書比較価格と最低制限価格を決定したときは、予定価格調書を作成し、封

筒に入れて封印し、 保管しなければならないと町財務規則１０９条で規定されていますが、 それほど

重要な価格が設計予算と同額となっています。

　これでは、町長が決めるのでは無く、設計者が決めることになってしまっている。

おかしくないですか？

Ａ　宮下町長 ：

　 ・ ・ ・ 回答 ・ ・ ・

Ｑ　西尾明廣 ： 　＜疑惑の積算ソフトについて＞

Ａ　宮下町長 ：

　 ・ ・ ・ 回答 ・ ・ ・

Ｑ　松本朗彦 ：

　私達は現在この事について、 宮下町長以外の議会、 監査委員などにも検証を持ち込みつつありま

す。

　その中で、「入札業者は役場の上限価格である入札書比較価格がでる積算ソフトを持っているので

このような事は起きてもおかしくない。」 という話を業者から聞いたという情報があります。役場はこの

積算ソフトの事を把握していますか？

　また、あったとしたら放置しておいては駄目ではないですか？

　業者の誰でもが同じ積算になる積算ソフトの話についてですが、 これは中学校の明細書の総括表

ですが、Ａ建築主体工事の約３５１万円分は見積りによるものです。また、Ｂの電気設備工事の２， ４３

６万円に関しては何処の数字か根拠が記載されていません。そして、Ｃの機械設備工事の約２， ２２１

万円分はカタログ値の０．４とか０．７というような価格で今回の工事単独のものであり共通ソフトからの

価格ではありません。このような、今回単独の見積りや掛け率などの価格を合計すると約５，００８万円

になります。

資料 No.８
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　直接工事費約６，２２３万円の残りの（６２２３－５００８＝）１，２１５万円分がその様なソフトからの数値だ

とだとしても、 そのソフトによって予定価格の９８％～１００％の入札価格を業者が算出する事は不可

能だと思います。

　町長いかがですか？

　また、その積算ソフトがあるのならそのソフトを使って今回のエアコン工事の積算をしてみたいのでそ

のソフトの名前を教えて下さい。

　これは、 情報公開で入手した中学の明細書の一部です。この部分はエアコンの設計価格ですが価

格定価の０．４掛け、 ４０％で積算されています。実勢価格はほぼこの半分の０．２掛けの２０％前後で

す。

　中学校のエアコンは４４台でこのよう部分が約２， ２２０万円ほどあります。この実勢価格はこの半分で

すので、ここで粗利が約１，１１０万円ほど出るでしょう。

　次に、受電設備工事の部分ですが、２００ｋＶＡの変圧器の交換するという項目ですが、２００ｋＶＡ

の変圧器は私達の入手価格では７７万円で設置費用は１８万円ぐらいです。私達の積算では材工で

９５万円です。積算予算は約１３１万円ですからここでは３６万円の２７．５％の粗利がでます。このコン

デンサ入れ替え工事では器具代８．４万円で設置費が６万円の材工で１４．４万円位です。積算予算

は２９．８万円なのでここも１５．４万円の５１．７％の粗利が出るでしょう。

　明らかにこの実行予算は通常の厳しく発注したら５～８％位粗利の上乗せが出来る予算ではありま

せん。もしかすると半分以上粗利ではないかと思われます。

　町長どう思われますか？

Ａ　宮下町長 ：

　 ・ ・ ・ 回答 ・ ・ ・

Ｑ　松本朗彦 ：＜異常に高い設計価格について＞

資料 No.９

資料 No.１０

７



資料 No.１１

Ａ　宮下町長 ：

　 ・ ・ ・ 回答 ・ ・ ・

Ｑ　西尾明廣 ： 　＜職員に対して ： ５月７日挨拶＞
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資料 No.１２

Ａ　宮下町長 ：

　 ・ ・ ・ 回答 ・ ・ ・

Ｑ　西尾明廣 ： 　＜一般競争入札に＞

　今回の入札を実行し、 関係した役場職員はこのような状況についておかしいと感じたはずです。し

かし、「おかしい」いう声は出ていません。出なかったというよりは出せなかったのでしょう。

　このような落札予定価格が漏れているのではないかと疑われるような入札に係わった職員は私達町

民に対してどのような説明が出来るのでしょうか？

　もし、 落札予定価格が漏洩したり、 談合が行われたとしたら、 刑法第９６条の６の公契約関係競売

等妨害で刑事事件です

　宮下町長は５月７日初登庁の際、 役場職員に「松川町役場を日本一の職場にする。」と言っていま

すが、今回の入札は極論すれば、役場職員が刑務所の塀の上で仕事をしているようなものです。一

つ間違えば、職員が刑務所の中へ落ちてしまうような状況では無いでしょうか？

　宮下町長、これについてお答え下さい。

　現在、松川町の入札は入札前に入札業者がわかる談合の温床になりやすい指名競争入札です。

　近隣の市町村では、 平成１９年総務省自治行政局長と国土交通省総合政策局長連名の通達が

各都道府県と政令指定都市あてに発信され各自治体に徹底するよう出されていて、それ以降、飯田

市、駒ヶ根市、高森町などでは事後審査型などの工夫がされた一般競争入札とする案件が多くなっ

ています。

　松川町も一般競争入札すべきではないですか？

　当然、地元業者育成という配慮で町内に本社がある業者という制限や、また、規模によっては、飯

田市から駒ヶ根市までというような制限はあっても良いと思いますが、 基本はやはり一般競争入札に

すべきでしょう。

　そうすれば、役場職員は安心して入札の仕事ができるはずです。

いかがですか？
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Ａ　宮下町長 ：

　 ・ ・ ・ 回答 ・ ・ ・

Ｑ　西尾明廣 ： 　＜５月１５日の入札＞

Ａ　宮下町長 ：

　 ・ ・ ・ 回答 ・ ・ ・

Ｑ　竹村仁 ：＜初心表明について＞

　最後になりますが、 ５月１５日に行われた宮下町長による町民体育館耐震補強工事の入札も同様

な状況です。

これについても調べるべきではないですか？

　これは宮下町長が６月６日の議会での所信表明の一部です。

　宮下町長はこの中で、「間に合う部分に関しては、主に特別支援教室を中心としてですが、子供の

安全性を第一に考えて普通教室と同じように床置きに変更しました。現在天吊りで設置されているエ

アコンに関しましては、すでに暑い日が続いておりますので、安全を確保する措置を執りながら、今後

議論をしていきたいと思っております。」と言っています。

　お伺い致しますが、具体的には、何処のエアコンを何台床置きに変更したのですか？

　また、「既設の天吊りについて今後議論していきたい。」といっていますが、どのような議論を、いつま

でにするのか具体的に教えてください。

資料 No.１３

資料 No.１４

【エアコン設置安全性について】
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Ａ　宮下町長 ：

　 ・ ・ ・ 回答 ・ ・ ・

Ｑ　竹村仁 ： 　＜床置きと天吊りどちらがより安全か？＞

Ａ　高坂教育長 ： 　　　　Ａ　宮下町長 ：

　 ・ ・ ・ 回答 ・ ・ ・ 　　　 ・ ・ ・ 回答 ・ ・ ・

Ｑ　竹村仁 ： 　＜７月１２日のことについて質問＞

　私達は昨年から子供達の為により安全な床置きのエアコンにすべきと１， ４６３名の署名を集め、 議

会に請願書を出し、 その後、 実施設計段階でのいいかげんな安全確認を指摘し、 現在は防災 ・減

災という観点から床置きの変更を求めています。

　深津町政ですら、安全性から判断すれば基本は、床置きで、床置き設置の場所がないところは天

吊りにするという話でした。

　６月１８日、７月１２日の「特別支援教室のエアコンも床置きに変更し、小中学校全てのエアコンを床

置きにという要望書」の代表者との話し合い席で宮下町長と高坂教育長は「床置きが天吊りより、より

安全であるということについての判断」を避けていたように感じられましたがどうしてですか？

　先ほどお話しをした、 ７月１２日に「特別支援教室のエアコンも床置きに変更し、 小中学校全てのエ

アコンを床置きにという要望書」 を出された代表の方に対しての宮下町長の説明について具体的にお

伺い致します。

　町長は 「天井に設置されているエアコンはどうするか？」 という質問に対して、 自分も職員も専門家

じゃないから判断出来ない。第三者の専門家の意見を聞き検討する。」といわれました。

　床置きにすれば落ちてくる心配はなくなり、 天吊りより安全だという事は明らかだと思いますが、 専

門家に頼まないと判断出来ないこととは何ですか？　また、 第三者の専門家とは具体的にはどのよう

な方ですか？　また、いつまでに判断するのですか？ 資料 No.１５
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　昨年１２月４日の議会全員協議会で教育委員会こども課は危険性が少ない床置きを基本にしたい

と言っています。

Ａ　宮下町長 ：

　 ・ ・ ・ 回答 ・ ・ ・

Ｑ　竹村仁 ： 　＜平成３０年１２月４日の全協の資料 ・平成３１年３月２０日全協での高坂教育長の発言＞

資料 No.１６
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　また、 今年の３月２０日の全員協議会で中学校の普通教室のてん吊り１８台を床置きに変更する理

由として高坂教育長は防災教育の話に言及されて「より安全な床置きに変更した」と発言しています

が、宮下町政は子供の安全性に関して深津町政より後退したのですか？

　次に、町長のエアコンの設置方法に関する６月２日、４日、６日、１０日、の間の変遷についてうかが

います。

　６月２日に１４６３名の署名を出した代表者である竹村が、 宮下町長、 高坂教育長に設置方法につ

いて、 話を伺った時は、 全てより安全な床置きにする。既存の天吊りに関しても今シーズン使用した

後床置きに換えるというお話でした。

　４日の課長会議では宮下町長の方針として未設置のものは床置きに変更する。既設の天吊りのも

のはシーズン後、検討するという話だったそうです。

　しかし、 ６日の午前中の全協で中学校の工事について、 天吊りエアコンの器具が間に合わないの

で、８月２９日まで工期の延長を認めたいという協議事項があり、議会の了承を受けています。

　１０日には、６日に器具が間に合わないという理由で工期延長がされた中学校のてん吊りエアコン工

事ですが、 この１０日の日に器具１９台が納入され、 設置工事がその日に終了したそうです。いった

い、どうして変わってしまったのですか？

Ａ　宮下町長 ：

　 ・ ・ ・ 回答 ・ ・ ・

Ｑ　竹村仁 ： 　＜６月２日～１０日の変遷＞

Ａ　宮下町長 ：

　 ・ ・ ・ 回答 ・ ・ ・

資料 No.１７

資料 No.１８
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Ｑ　宮沢朋文 ： 　＜議会委員会のチャンネルユー放送＞

Ａ　宮下町長 ：

　 ・ ・ ・ 回答 ・ ・ ・

Ｑ　矢澤勇 ： 　＜町長の部屋ホームページのオープン化について＞

　今回のまちづくり懇談会については前町長の姿勢とは大きく変わり、 宮下町政の透明性 ・ 公開性

が示され、実行されて大変良かったと思います。

　それで、 提案ですが、 議会の各委員会にチャンネルユーを入れてはどうでしょうか？議会関係者の

お話では決して議会は拒んではおらず、議員の方も実際に案件を協議する委員会こそ中継すべきだ

とおっしゃる方も数多くいらっしゃいます。いかがですか？

　今回のまちづくり懇談会については前町長の姿勢とは大きく変わり、 宮下町政の透明性 ・ 公開性

が示され、実行されて大変良かったと思います。

　それで、 提案ですが、 議会の各委員会にチャンネルユーを入れてはどうでしょうか？議会関係者の

お話では決して議会は拒んではおらず、議員の方も実際に案件を協議する委員会こそ中継すべきだ

とおっしゃる方も数多くいらっしゃいます。いかがですか？

資料 No.１９
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資料 No.２０

Ａ　宮下町長 ：

　 ・ ・ ・ 回答 ・ ・ ・

Ｑ　西尾明廣 ： 　＜６５点で良い＞
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私達は宮下町長にはじめから１００点満点の町政を求めているわけではありません。

　私達がお願いしているのは普通で、当たり前の６５点の町政を求めているだけです。

　まず、入札を公正にし、町民から不審を持たれないようにお願いします。

　私達は何でも安ければ良いと言っているわけではありません。

ただ、設計価格の１００％が上限価格である落札書比較価格になり、一回目の入札でほぼ１００％の落

札率では駄目だと思います。

　現在は、設計価格に関して、役場は全くチェックしていません。設計価格の明細書の項目の数は多

くても、内容は単価×数量の単なる算数です。

　また、役場には過去に発注した単価のデータは数多くあるはずです。

　設計価格をチェックすることで５％ぐらいは下がるはずです。

その根拠は現在の落札範囲が設計額の９０％～１００％だからです。

落札範囲を９０％～９５％にし、一般競争入札にすれば発注金額は平均５％以上下がるでしょう。

また、最低価格が機能するのでダンピング受注も起きないはずです。

現在、 町の入札案件は平成２７年～３０年の４年間の平均で１３億４０００万円です。もし落札価格が

５％下がったとすると年６，７００万円の予算が削減されるでしょう。

　いかがですか？ 資料 No.２１

資料 No.２２

Ａ　宮下町長 ：

　 ・ ・ ・ 回答 ・ ・ ・

Ｑ　松本朗彦 ： 　＜中学の床置きエアコンの移動にについて＞

　先日中学のエアコンの１８台の床置きエアコンの設置状況を見せていただきました。余りに酷い付け

方に驚きました。これがそうです。南側のガラス面に意味不明の架台が付き、 その上にエアコンが取

り付けられています。その為、エアコンが無駄に持ち上がり、無駄にふけ、教室が暗くなっています。
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資料 No.２３、２４

Ａ　宮下町長 ：

　 ・ ・ ・ 回答 ・ ・ ・

　これは、 中央小、 北小の床置きです。教室の角に設置され天吊りと比べるとコンパクトに収まってい

ます。中学校も小学校も全く同じエアコンを使っています。今回の１８台の床置きエアコンは私達の

「子供達により安全を」 という訴えの中での変更されたものです。この酷い設置は、 この変更に対して

の嫌がらせではないかと思えるほどです。私達はこの状態を、とても、放置することは出来ません。

　それで、私達は来年の４月までに中学校のエアコンをボランティアで移動させてもらい、中央小、北

小のような教室にさせて貰いたいと思っていますが、いかがですか？
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